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取り消す。

学業をおろそかにしていると認められるとき。

北里大学大学院学則第 条及び第 条の規定により、除籍、譴
けん

責、謹慎、停学若しくは退学の処分を受け

たとき、又はこれに相当すると認められるとき。

休学し、若しくは退学したとき、又は成業の見込みがないとき。

業務につき、研究代表者の指示監督に従わないとき。

本人から採用辞退の申出があったとき。

その他前各号に相当する特別の理由があるとき。

服務

第第１１００条条 は、当該研究プロジェクトの研究代表者の命に服して業務を行い、また業務上知り得た秘密を故なく

漏らしてはならない。

２ は、業務終了の都度、事務室に備付する 業務確認票に記入し、捺
なつ

印しなければならない。

３ が、病気等本人の都合により所定の業務に就くことができなかったときは欠勤とし、当該手当は、支給しな

い。

事務局

第第１１１１条条 この規程に関する主な事項は、研究支援センターが主管し、手当の支給に関する事項は、人事部が分担

する。

細則

第第１１２２条条 この規程の運用に関し必要な事項については、細則を定める。

改廃

第第１１３３条条 この規程の改廃は、北里大学大学院委員会の議を経て北里研究所理事会において決定する。
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附附 則則 北北学学総総第第 号号

この規程は、 年 月 日から施行する。

③③大大村村賞賞表表彰彰規規程程

（目的）

第１条 この規程は、北里大学特別栄誉教授大村智博士の 年ノーベル生理学・医学賞受賞を記念し、北里大

学大学院博士課程・博士後期課程（以下「大学院博士課程」という）を修了する学生の中から、卓越した研究

業績を上げ、人物が優秀な者を表彰して、将来有為なる科学人の育成、研究の活性化を目的とする。

（賞及び受賞者）

第２条 表彰は、「大村賞」とし、受賞者は大学院博士課程を修了する学生のうち、卓越した研究業績を上げる

とともに、人物が優秀な者を表彰する。

（受賞者数）

第３条 大村賞の受賞者数は、各研究科及び学府において修了者 人につき１人とする。

（選考基準）

第４条 基本要件として、 （インパクト・ファクター）付きの学術誌に、筆頭著者として英語論文が掲載又は

受理された者とする。

２ 大村賞の選考基準は、各研究科及び学府において別に定める。

（受賞者の決定）

第５条 受賞候補者は、博士論文、人物調査等の資料に基づき、各研究科にあっては研究科委員会、学府にあっ

ては学府教授会で選考する。受賞者は学長が決定する。

（通知）

第６条 受賞者が決定したときは、本人及び保証人に通知する。

（表彰）

第７条 表彰は、原則として学位記授与式当日受賞者に対して賞状及び副賞（ 万円）を授与する。

（受賞の取消し）

第８条 受賞者が、学則に著しく反する行為、あるいは北里大学の名誉を損なう行為のあったときは、受賞を取

り消すことがある。

（資金）

第９条 本事業に必要な資金は、「北里研究所統合記念大村智博士学術基金」の運用により生ずる果実を充当する。

（事務局）

第 条 この規程に関する事務は、教学センター事務室が担当する。

（細則）

第 条 この規程の運用に関し必要な事項は、細則を定める。

（規程の改廃）

第 条この規程の改廃は、北里大学大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

附 則

１ この規程は、平成 年７月１日から施行する。

２ 平成 年度表彰までは、第４条第１項の基本要件を満たしていなくても大村賞を受賞することができる。

附 則 （北学総第 － 号）

この規程は、 年 月 日から施行する。
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